
手
形
・
小
切
手
に
つ
い
て（
５
）

　

人
的
抗
弁
の
切
断

　
手
形
は
売
買
代
金
の
支
払
い
な
ど

何
ら
か
の
原
因
関
係
に
基
づ
い
て
振

り
出
さ
れ
ま
す
。
で
す
か
ら
、
手
形

で
代
金
は
支
払
っ
た
が
、
納
入
さ
れ

た
商
品
が
偽
物
だ
っ
た
場
合
、
買
主

（
手
形
振
出
人
）
は
代
金
の
支
払
い

を
拒
否
で
き
る
は
ず
で
す
。し
か
し
、

こ
う
し
た
振
出
人
の
抗
弁
は
売
主
に

対
し
て
は
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、

そ
の
手
形
を
事
情
を
知
ら
ず
に
受
け

取
っ
た
第
三
者
に
は
主
張
で
き
ま
せ

ん
。
そ
れ
を
「
人
的
抗
弁
の
切
断
」

と
言
い
ま
す
。

　

善
意
取
得
に
つ
い
て

　
相
手
方
が
正
当
な
所
持
人
で
あ
る

と
重
過
失
な
く
誤
信
し
て
、
無
権
利

者
か
ら
手
形
・
小
切
手
を
受
け
取
っ

た
場
合
で
も
、
手
形
・
小
切
手
上
の

権
利
を
取
得
し
ま
す
。
裏
書
が
連
続

し
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
こ
れ

を
「
善
意
取
得
」
と
い
い
ま
す
。
こ

こ
に
「
善
意
」
と
は
、
道
徳
的
意
味

の
善
意
で
は
な
く
、
知
ら
な
か
っ
た

こ
と
を
言
い
ま
す
。

　
手
形
・
小
切
手
は
、
転
々
譲
渡
さ

れ
る
た
め
、
取
引
の
安
全
を
図
る
趣

旨
で
定
め
ら
れ
た
も
の
で
す
。

　

手
形
・
小
切
手
の
時
効

　
こ
の
項
の
最
後
に
手
形
・
小
切
手

の
時
効
に
つ
い
て
説
明
し
ま
す
。

　
こ
れ
ま
で
の
説
明
か
ら
分
か
り
ま

す
よ
う
に
、
手
形
・
小
切
手
上
の
権

利
は
非
常
に
強
力
で
す
（
例
え
ば
６

か
月
内
２
回
不
渡
の
場
合
の
銀
行
取

引
停
止
処
分
な
ど
）。
で
す
か
ら
、

債
務
者
が
不
利
な
立
場
に
立
つ
の
を

な
る
べ
く
早
く
解
放
す
る
た
め
に
、

同
権
利
に
つ
い
て
は
、
短
期
消
滅
時

効
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

①
約
束
手
形
の
振
出
人
（
又
は
為
替

手
形
の
引
受
人
）
に
対
す
る
請
求
権

の
消
滅
時
効
は
、
支
払
期
日
（
満
期

日
）
か
ら
３
年
で
す
。

（
注
意
：
手
形
上
の
権
利
は
こ
の
期

間
時
効
消
滅
は
し
ま
せ
ん
が
、
支
払

呈
示
期
間
を
過
ぎ
て
し
ま
う
と
、
裏

書
人
に
対
す
る
遡
求
権
の
行
使
が
で

き
な
く
な
り
ま
す
。
ま
た
、
銀
行
へ

の
取
立
委
任
が
で
き
ず
直
接
振
出
人

に
手
形
を
呈
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

振
出
人
が
支
払
を
拒
否
し
て
も
不
渡

処
分
は
受
け
ま
せ
ん
。）

②
小
切
手
支
払
人
に
対
す
る
請
求
権

の
消
滅
時
効
は
、
呈
示
期
間
経
過
後

１
年
で
す
。

③
手
形
所
持
人
の
前
者
（
裏
書
人
）

に
対
す
る
請
求
権
（
遡
求
権
）
の
時

効
は
、
支
払
期
日
か
ら
１
年
で
す
。

④
小
切
手
所
持
人
の
前
者（
裏
書
人
）

へ
の
遡
求
権
の
時
効
は
、
呈
示
期
間

経
過
後
６
カ
月
で
す
。

⑤
償
還
（
手
形
・
小
切
手
金
額
を
支

払
っ
て
手
形
・
小
切
手
を
受
け
戻
す

こ
と
）
を
し
た
裏
書
人
の
前
者
に
対

す
る
再
遡
求
権
の
時
効
は
、
手
形
・

小
切
手
を
受
け
戻
し
た
日
ま
た
は
、

そ
の
者
が
訴
え
を
受
け
た
日
か
ら
６

か
月
で
す
。

　

時
効
の
中
断

　
手
形
上
の
権
利
の
時
効
消
滅
を
中

断
す
る
た
め
に
は
、民
法
上
の
請
求
、

承
認
、
差
押
え
、
仮
差
押
え
、
仮
処

分
の
他
、
訴
訟
告
知
が
あ
り
ま
す
。

　
た
だ
し
、
裁
判
外
で
請
求
を
し
た

と
き
に
は
、
同
請
求
か
ら
６
カ
月
以

内
に
裁
判
上
の
請
求
（
訴
訟
提
起
）

を
し
な
け
れ
ば
、
時
効
中
断
と
は
な

り
ま
せ
ん
。
注
意
が
必
要
で
す
。

　

利
得
償
還
請
求
権

　
手
形
・
小
切
手
上
の
権
利
は
、
時

効
に
よ
っ
て
消
滅
し
た
場
合
で
も
、

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
義
務
者
が
利
得

を
得
て
い
る
と
き
は
、
所
持
人
又
は

義
務
者
に
対
し
て
、
利
得
（
手
形
上

の
債
務
の
消
滅
に
よ
り
消
滅
し
た
既

存
の
原
因
債
務
に
相
当
す
る
利
得
）

の
償
還
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

（
原
因
債
務
と
は
、
手
形
債
務
の
発

生
の
原
因
と
な
っ
た
取
引
に
お
け
る

債
務
の
こ
と
）

　
た
だ
し
、
原
因
債
務
が
時
効
消
滅

し
て
い
た
と
き
は
、
請
求
で
き
ま
せ

ん
。
こ
の
場
合
の
利
得
は
、
原
因
債

務
の
時
効
消
滅
の
効
果
と
し
て
生
じ

て
い
る
も
の
で
あ
り
手
形
上
の
権
利

と
し
て
保
護
を
与
え
る
必
要
が
な
い

か
ら
で
す
）。

※�
「
手
形
・
小
切
手
に
つ
い
て
」は
、

今
回
で
終
了
で
す
。

実
務
に
役
立
つ

企
業
法
務
の
基
礎

弁
護
士  
山
下
江
の

第 34回

0120-7834-09

広島弁護士会所属

山下江 検索 企業法務専門サイトあります
http://www.hiroshima-kigyo.com

◆相談料：30分 5,000円　　◆借金、離婚、相続、交通事故なども扱っています　　◆借金無料相談会、交通事故無料相談会実施中！

な や み よ まる く

予約受付：年中無休 7時～24時

相談予約専用
フリーダイヤル

携帯・PHS OK

まずはお気軽に
お電話下さい

山下江法律事務所主催  企業法務セミナー

詳しくは当事務所HP「お知らせ>企業法務セミナー情報」をご覧ください。
日　時：平成25年1月24日（木） 18：30～  会　場：広島パシフィックホテル

第7回「不動産取引における注意点」 講師：弁護士 柴橋 修

機動力と総合力で企業トラブルを解決します機動力と総合力で企業トラブルを解決します

 不動産売買や不動産賃貸借などの不動産取引において，さまざまなトラブルが
発生しておりますが，不動産取引に関する法的知識があれば，事前にトラブルに
ならないように対策を立てることができます。また，不動産取引においてトラブルが
発生してしまっても迅速に解決を図ることができます。

山下江法律事務所
Y a m a s h i t a  K o  L a w  O f f i c e

〒730-0012 広島市中区上八丁堀4番27号7階　広電白島線縮景園前徒歩１分
TEL 082-223-0695　FAX 082-223-2652　アーバンビューグランドタワー隣

平成 25年 1月 1・8日
2431 号（第三種郵便物認可） 經濟レポート
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